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建設業法の基礎

建設業法は、建設工事の請負契約の適正化等を通じて、
建設工事の適正な施工を確保し、注文者の保護と建設業
の健全な発達を促進することを目的にした法律です。
そのため、以下のような各種の規制がなされています。
なお、建設業法と似たような法律として下請法がありま
すが、下請法の制定時には既に建設業法が存在したため、
重複して規制する必要がないとのことで、建設業につい
ては下請法の適用外とされています。

下請法の主な規制
① 見積条件の提示
② 書面による契約締結
③ 不当に低い請負代金の禁止
④ 不当な使用資材等の購入強制の禁止
⑤ 著しく短い工期の禁止
⑥ 一括下請負の禁止
⑦ 検査・引渡し
⑧ 請負代金の支払
⑨ その他違反のおそれがある行為の禁止
⑩ 帳簿の備付け・保存及び営業に関する図書の保存

このような義務に違反した場合には、国土交通大臣や都
道府県知事による監督処分がなされるおそれがあります。
監督処分の種類は以下のとおりです。
ⅰ 指示処分
法令違反等を是正するために監督行政庁が行う命令

ⅱ 営業停止処分
１年以内の期間から監督行政庁が決定します。

ⅲ 許可取消処分

これらの処分を行うかどうかは行政の裁量に委ねられて
いる部分もありますが、国土交通大臣が監督処分を行う
場合の統一的な基準として「建設業者の不正行為等に対
する監督処分の基準」が国交省から公表されており、不正
行為等の内容・程度、社会的影響、情状等を総合的に勘案
して判断するものとされています。

営業停止処分を受ける場合には弁明（書面審理）、許可
取消処分を受ける場合には聴聞（口頭審理）の手続きが事
前に行われ、処分がなされた際は官報や公報で公告され
ます。以下、①から⑥について解説いたします。

① 見積条件の提示
注文主は契約や入札の前までに工事に関する具体的

な内容を提示し、見積もりのための一定期間を設けなけ
ればならないものとされています。
提示しなければならない主なものとしては、工事内容

や工事着手及び完成の時期、代金の支払時期など、建設
業法１９条で定められた事項のうち、請負代金の額を除
くすべての事項とされています。
さらに、ガイドライン上では、これらの見積依頼を書面
で行うべきとされています。
適正な見積期間としては、工事1件の予定価格が

ⅰ 500万円に満たない場合 １日以上
ⅱ 500万円以上5000万円未満の場合 10日以上
ⅲ 5000万円以上の場合 １５日以上

   とされています。注意点としては初日不算入であるた
め、たとえば、4月1日に見積書を交付した場合、ⅰの場
合は4月2日ではなく、4月3日が最短となる点です。

② 書面による契約締結
建設工事の請負契約の当事者は、建設業法１９条１項
により定められた事項を書面に記載し、署名又は記名押
印をして相互に交付しなければなりません。契約書面の
交付については、原則として工事の着工前に行う必要が
あります。
特に、「工事内容」は、請負人の責任施工範囲、施工条
件等が具体的に記載されている必要があるので、
「○○工事一式」といったあいまいな記載は避けるほう
が良いです。
公共工事については、中央建設業審議会が作成する公
共工事標準請負契約約款に沿った契約が締結されてい
ます。民間工事においても、同審議会が作成する民間工
事標準請負契約約款又はこれに沿った内容の約款、又
はこれに準拠した内容の契約書による契約を締結する
ことが望ましいです。
書面での契約締結の方法には次の事項があります。
ア 請負契約書を交わす方法
イ 基本契約書を交わし、注文書・請書を交換する方法
ウ 注文書・請書の交換のみによる方法
いずれの方法であっても、署名又は記名押印をして、
相互に書面を交付するということが必要です。

FAXやメールにより注文書・請書を取り交わして契約
を締結する方法や原本を１通作成して、その写しを一方
当事者に交付する方法は認められていません。
工期に係る変更をする場合には、契約当事者である注
文者および請負人は、原則として工期変更に係る工事
の着工前にその変更の内容を書面に記載し、署名又は
記名押印をして相互に交付しなければなりません。

建設業法の内容
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【オンラインセミナーのご案内】

第８回 契約書の読み方③～売買契約～

日時 2024年４月９日（火）15時～15時30分
       ※当初予定から日にちが変更になりました

詳細・お申し込みはこちらから↓↓
https://vivit.video/s/142/fXH0QQbg11zxcv

☆ミニ法務セミナー

③ 不当に低い請負代金の禁止
「不当に低い請負代金の禁止」とは、注文者が、自己の取
引上の地位を不当に利用して、その注文した工事を施工
するために通常必要と認められる原価に満たない金額を
請負代金の額とする請負契約を請負人と締結することを
禁止するものです。
不当に低い請負代金の強制に該当するか否かは、
ア 注文者が「自己の取引上の地位を不当に利用」した

か否か
イ 定められた請負代金の額がその注文した建設工事

を施工するのに「通常必要と認められる原価」に満たない
か否か
の２つの要件によって判断されます。
「自己の取引上の地位を不当に利用」してとは、取引上
優越的な地位にある注文者が、請負人の選定権等を背景
に、請負人を経済的に不当に圧迫するような取引等を強
いることをいいます。
「通常必要と認められる原価」は、当該工事の施工地域
において当該工事を施工するために一般的に必要と認め
られる価格をいい、請負人の実行予算や下請け先、資材
業者等との取引状況、さらには当該施工区域における同
種工事の請負代金額の実例等により判断します。

④ 不当な使用資材等の購入強制の禁止
「不当な使用資材等の購入強制」とは、請負契約の締結

後に、「注文者が、自己の取引上の地位を不当に利用して、
請負人に使用資材もしくは機械器具又はこれらの購入先
を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害す
ること」をいいます。

⑤ 著しく短い工期の禁止
建設業法１９条の５は、「注文者は、その注文した建設工
事を施工するために通常必要と認められる期間に比して
著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはなら
ない」と定めています。
「発注者・受注者ガイドライン」及び「元請・下請ガイドライ
ン」では、「通常必要と認められる期間に比して著しく短い
期間」とは、単に定量的に短い期間を指すのではなく、「工
期基準」等に照らして不適正に短く設定された期間をい
うとされています。
請負契約ごとに「工期基準」等を踏まえ、見積依頼の際
に注文者が請負人に示した条件、請負人が注文者に提出
した見積もり等の内容、締結された請負契約の内容、当該
工期を前提として請負契約を締結した事情、請負人が「著
しく短い工期」と認識する考え方、注文者の工期に関する
考え方、過去の同種類似工事の実績、賃金台帳等をもと
に総合的に勘案したうえで、個別に判断します。

⑥ 一括下請負の禁止
いかなる方法をもってするかを問わず、建設業者が受

注した建設工事を一括して他人に請け負わせること、建設
業を営む者が他の建設業者が請け負った建設工事を一括
して請け負うことが禁止されています。
一括下請とは、元請負人がその下請け工事の施工に実
質的に関与することなく、次のいずれかに該当する場合
をいいます。
ア 請け負った建設工事の全部又はその主たる部分につ
いて、自らは施工を行わず、一括して他の業者に請け負わ
せる場合
イ 請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から
独立してその機能を発揮する工作物の建設工事について、
自らは施工を行わず、一括して他の事業者に請け負わせ
る場合
「実質的に関与」とは、元請負人が自ら施工計画の作成、
工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を行うこと
をいい、具体的には元請負人、下請負人が次の役割をそ
れぞれ果たす必要があります。単に現場に技術者を置い
ているだけでは「実質的に関与」したとはいえません。

発注者から直接建設工事を請け負った建設業者(元請負
人) は、次に掲げる事項を全て行う必要があります。
・施工計画の作成
・工程管理
・品質管理
・安全管理
・技術的指導
・その他（発注者等との協議・調整など）」

元請負人以外の者が果たすべき役割(下請負人) は、次
に掲げる事項を主として行う必要があります。
・施工計画の作成
・工程管理
・品質管理
・安全管理
・技術的指導
・その他（施工確保のための下請負人調整など）

民間工事の場合、元請負人があらかじめ発注者から一括
下請負に付することについて承諾を得ている場合は、一
括下請負の禁止の例外とされていますが、一括下請負を
行う者が、一括下請負に付する前に書面で発注者から承
諾を得る必要があります。

契約書の読み方セミナーの３回目として、売買
契約について取り上げます。
検査・契約不適合責任といった基本的な事項
から、契約書の文言が不明確であったことに
よって生じたトラブルといった具体的な事例ま
でご説明いたします。
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